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■     家族に介護が必要になった場合は、男女がともに協力し合いながらその責任を担い、介護と仕事のバラ
ンスが保てるよう、介護保険制度の周知をはじめ、介護を必要とする高齢者が適切なサービスを受けられるよ
う介護に関する情報提供を充実させるほか、男女が安心して働くことができるよう、介護サービスの質の確
保・向上を図ります。

２　ワーク・ライフ・バランスの実現

○市の審議会等における女性委員の比率は、令和３年度が２５．８％、令和４年度が２６．３％、令和５年度が
２７．１％と増加していますが、目標を達成できない状況が続いています。

○政策・方針決定過程への女性の参画状況は全国的に低調であることから、国によるポジティブ・アクションの
趣旨を踏まえ、本市における女性職員の活躍の促進及び市の審議会等の委員への女性の参画の拡大を図る必要が
あります。

○女性が参画する機会を確保し、その意思を反映することは、多様な人材の能力の活用につながり、組織の強化
や持続可能な社会の発展のためにも不可欠であることから、女性のエンパワーメントを推進するとともに、企業
や各種団体等における女性の積極的な採用・登用に向けた働きかけを行うなど、女性活躍の機運を醸成する必要
があります。

　（１）　多様な働き方に対応した子育てや介護の支援

　【新】（４）　女性のエンパワーメントの推進

【新】■     女性が自らの意識と能力を高め、主体的に活躍することの重要性について、女性自身の理解を促
すとともに、キャリア形成支援や、活躍するロールモデルの情報提供を行います。

《政策・方針決定過程への女性の参画》

○本市では、全国有数の生産量を誇るリンゴをはじめ、コメ、野菜、ホタテ、ナマコ、カシスなどの農水産物や
これらを使った加工品など、全国に誇れる産品を数多く有しており、農家人口の過半を占める女性が、特に農産
物の加工・販売などで活躍の場を広げています。

■     市の審議会等においては、団体からの委員の推薦に当たり女性の推薦を依頼するなど女性の積極的な登
用を図るとともに、委員の公募においても女性の応募を促す工夫を検討するなど、女性委員の割合を高める取
組を推進し、市の政策・方針決定過程に男女が共に参画できる機会の充実を図ります。

　（３）　企業や各種団体等における女性の積極的登用に向けた働きかけ

○女性の社会進出や、夫婦共働き世帯の増加等、働き方の多様化に伴い、子育てのニーズも多様化している中、
市では、「青森市子ども総合計画」に基づき、子ども・子育て支援の充実を図り、仕事と子育ての両立支援に取
り組んでいます。

○人口減少・少子高齢化の進行に伴う労働力人口の減少、ライフスタイルの多様化による消費者ニーズの変化な
ど、本市経済を取り巻く社会環境の変化に対し、適切な対応が求められています。

■     女性活躍推進法を踏まえ、女性の採用・登用に積極的な企業・団体等の事例を広く紹介するなど、関係
機関との連携のもと、企業や各種団体等への女性の積極的登用に向けた働きかけを行い、女性活躍の機運を醸
成します。

○性別を問わず、働き続けながら生きがいを見つけ、人生を豊かにしていくことは、労働意欲の向上にもつなが
り、企業の活性化や持続可能な社会の発展に不可欠であることから、ライフイベントに対応した多様で柔軟な働
き方を可能とし、長時間労働等を前提とした従来の働き方を見直す等、ワーク・ライフ・バランス（仕事と生活
の調和）の実現を目指す取組が求められています。

■     女性の社会進出の進展や就労形態の変化などに伴い多様化する教育・保育需要に対応するため、保育士
などを対象とした研修などを通じて、教育・保育サービスの質の向上と人材の確保を図ります。

《ワーク・ライフ・バランス》

○ワーク・ライフ・バランスを実現し、男女がともに希望に応じて働き続けられるようにするためには、多様な
働き方に対応した子育てや介護の支援を行う必要があるほか、家庭において、家事・育児・介護などの責任を男
女が協力し合って担うことも重要であり、少子高齢化、核家族化など社会環境の変化に伴って、その重要性がさ
らに増していることから、男性の家事・育児・介護等への参画を促進する必要があります。

基本方向
　積極的な女性登用の促進により、政策・方針決定過程への女性の参画拡大を図ります。
　また、誰もが個性と能力を発揮しながら生き生きと働き続け、充実した生活を送ることができるよう、女性活躍の機運を醸成すると同時に、男女ともにライフイ
ベントとキャリア形成を両立できる環境づくりを促進します。

１　全ての人があらゆる分野で活躍できる社会づくり

　（１）　女性管理職の登用をはじめとする女性市職員の活躍の促進

■     市が女性管理職の積極的登用を進めることで、市政における政策・方針決定過程への女性の参画を拡大
するとともに、女性職員の活躍を促進することにより、市内企業や各種団体等における女性活躍の促進の呼び
水となるよう、率先して取組を進めます。

現状と課題 主な取組

１　政策・方針決定過程への女性の参画拡大○国では、２０２０年代の可能な限り早期に、指導的地位に女性が占める割合が３０％程度となるよう目指して
取組を進めることとしています。

○「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律（女性活躍推進法）」では、地方公共団体や労働者１０１
人以上の民間事業主に対して、女性の活躍に関する状況の把握、改善すべき事情についての分析や定量的目標・
取組などを内容とする「事業主行動計画」の策定・公表等が義務づけられています。

　（２）　市の審議会等の委員への女性の登用の拡大

■     男女がともに子育てしながら働き続けられるよう、延長保育や休日保育、病児一時保育、一時預かりの
ほか、会員同士が子育てを助け合うファミリー・サポート・センターなどの保育サービスを充実するなど、仕
事と子育ての両立を支援します。

■     特別な支援を必要とする家庭において安心して仕事と子育てができるよう、障がい児の特性等に配慮し
た障がい児保育やふれあい保育、ひとり親家庭の子育てに関する相談など、特別な支援を必要とする家庭への
支援の充実を図ります。

【資料１】
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33■     県や関係機関との連携のもと、知識・技術に関する情報提供や各種研修会等を通じて、農山漁村の女性
リーダーの育成と活躍の場の拡大を図ります。

　（１）　農林水産業、自営業等における女性の経営参画

■     女性が重要な役割を果たし、地域活性化や農林水産業振興の大きな原動力となっている、農水産物の加
工・直売、農作業体験、宿泊体験、グリーン・ツーリズムなどの経営の多角化・複合化や「６次産業化」を推
進する取組を支援し、農林水産業における女性の能力発揮を促進します。

■     育児・介護等により退職した女性を含め、求職者の職域拡大、職業能力の向上のために必要な情報提
供、相談、学習等を受けられる機会の充実を図るとともに、関係機関との連携のもと、再就職のための情報提
供、職業能力開発等への支援を進めます。

■     女性活躍推進法において事業主行動計画の策定が努力義務とされている企業に対しても、その意義を周
知するとともに、行動計画の策定・活用を促していきます。

■     関係機関との連携を図りながら、農業等の家族経営における女性の役割と位置づけを明確にし、男女の
ワーク・ライフ・バランスや健康管理への配慮を含む家族経営協定制度の周知や、農業者の老後生活の自立を
促す農業者年金への加入促進などを通じて、農業等における女性の役割を適正に評価し、農業等に従事する男
女が自分の生き方を自由に選択・設計・実現していくことができるようにするための啓発活動を推進します。

■     関係機関との連携を図りながら、男女雇用機会均等法や女性活躍推進法など雇用に関する法令・制度の
周知を図ります。

■     固定的性別役割分担意識にとらわれずにいきいきと活躍する身近な女性のロールモデルの情報提供を行
うとともに、女性の職域拡大、職業能力の向上のために必要な情報提供、相談、学習等を受けられる機会の充
実を図ります。

【新】■     企業における女性活躍の推進や、多様な働き方を選択することができる就業環境の整備の促進に
向けた支援を行います。

　（２）　商工業の振興に向けた男女の能力の活用

■     女性の活躍によって企業や地域が活性化している好事例等を収集・発信するとともに、企業・創業希望
者に対して、関係機関との連携を図りながら、起業に関する知識や手法に関する情報提供、相談等の機会を提
供するほか、資金面、施設面の支援を行います。

主な取組

３　雇用等における男女共同参画の推進

○ワーク・ライフ・バランスの実現には職場の理解が不可欠であることから、企業や各種団体等への情報提供な
どを通じ、ワーク・ライフ・バランスの普及に向けた働きかけを行う必要があります。

○人口減少・少子高齢化の進行に伴い労働力人口が減少する中、地域経済を活性化していくためには、働きたい
人が性別を問わず安心して意欲を持って働くことができ、その個性と能力を十分に発揮できる環境づくりを促進
する必要があります。

現状と課題

　（２）　男性の家事・育児・介護等への参画促進

■     個人生活の充実ひいては経済社会の持続可能な発展や企業の活性化につながるワーク・ライフ・バラン
スの意義を周知するとともに、男性を対象とした啓発講座や男性のロールモデルの情報提供等を通じて、固定
的な性別役割分担意識や長時間労働を前提とした従来の働き方の見直しを促し、男性の家事・育児・介護等へ
の参画を促進します。

《雇用・労働環境》

○農業分野においては固定的性別役割分担意識や古い因習等が根強いとされているほか、農林水産業や自営の商
工業には家族経営が多く、生活と経営が密接につながっているため、労働条件等が明確になっておらず、女性の
果たす役割が十分に認識・評価されていない傾向にあることから、女性の役割と位置づけを明確にし、働きやす
い環境の整備を図り、農林水産業、自営業の商工業における男女共同参画を推進する必要があります。

４　農林水産業等における男女共同参画の推進

　（３）　ワーク・ライフ・バランスの実現に向けた企業や各種団体等への働きかけ

■     ワーク・ライフ・バランスについて、企業や各種団体等に対し、その意義を周知するとともに、働きや
すい職場づくりに取り組んでいる好事例の情報提供を行い、育児休業の取得などの各種制度の積極的な活用を
働きかけるなど、関係機関との連携のもと、普及促進を図ります。

　（１）　女性活躍の推進と多様な働き方を可能にする就業環境の整備

《農林水産業等における男女共同参画》

○消費者ニーズが多様化する中で、持続的に新たな魅力や価値を創造し、地域経済を活性化していくためには、
様々な分野で女性の発想、企画力、行動力等を取り入れるなど、男女双方の能力の活用を図る必要があります。

○結婚、出産・育児、更年期、家族の介護など、様々なライフイベントに当たり、キャリア形成との二者択一を
迫られているのは多くが女性となっており、その背景にある性別による固定的な役割分担意識などの構造的な課
題を解消するため、女性活躍の機運を醸成すると同時に、男女ともにライフイベントとキャリア形成を両立でき
る環境づくりを促進する必要があります。
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　（２）　若年層を対象とする予防啓発の拡充、教育・学習の充実

■     将来、ＤＶやデートＤＶの加害者にも被害者にもならないよう、小・中学校において子ども向け啓発小
冊子等を活用し、暴力についての予防啓発の充実を図ります。

　（３）　青森市配偶者暴力相談支援センターなどの相談体制の充実

■     相談支援に当たっては、庁内関係部局はもとより、配偶者暴力相談支援センターとなっている青森県女
性相談支援センター、青森県男女共同参画センターや警察等の関係機関、ＤＶ被害者支援に携わる民間団体な
どと連携し、ＤＶ被害者の安全確保を最優先に、相談者の立場に立った相談と必要な支援を行います。

○カダール（男女共同参画プラザ）やアコール（働く女性の家）を拠点に、女性に対する暴力の予防啓発に努め
ているほか、カダールの女性の悩み相談においてＤＶに関する相談に対応するとともに、青森県女性相談支援セ
ンター、青森県男女共同参画センターの配偶者暴力相談支援センター、警察等の関係機関や民間団体などと連携
しながら、ＤＶ被害者の支援に当たっています。

○男女共同参画社会とは、日本国憲法にある個人の尊重、男女平等理念の実現を前提に、男女が個人として互い
を尊重し合う社会であり、市では、「私は私を大切に思うのと同じ重さであなたを大切に思う」で始まる『「男
女共同参画都市」青森宣言』を行い、この宣言の趣旨を、市のあらゆる施策の推進に当たって尊重する、まちづ
くりの重要な理念・視点の一つに位置づけています。

○市では、小・中学校等での「人権教室」の開催のほか、街頭や市役所庁舎などにおいて、人権尊重の意識を高
める啓発活動を行っている青森地区人権擁護推進部会の活動を支援しているほか、人権擁護委員による相談窓口
を開設し、市民の人権擁護に努めています。

○市では、「青森市子ども総合計画」の基本理念である「子どもの人権尊重を第一に考えた『子どもの最善の利
益』の保障」に基づき、子どもの権利の尊重の明文化を図るため、「青森市子どもの権利条例」を制定していま
す。

○令和６年４月に施行された「困難な問題を抱える女性への支援に関する法律」や同法に基づく国の基本方針及
び県の基本計画において、困難な問題を抱える女性への支援が国及び地方公共団体の責務とされるとともに、支
援に関する施策の内容や市町村の役割が定められています。

○令和５年６月に施行された「性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する国民の理解の増進に
関する法律（LGBT理解増進法）」により、国及び地方公共団体において、性的指向及びジェンダーアイデンティ
ティの多様性に関する国民の理解の増進に関する施策を策定・実施するよう努めることとされています。

○少子高齢化の進行や人口の減少、生き方や価値観の多様化など、市民生活において様々な変化が生じている
中、市民ニーズに対応するため、市では、行政だけでなく多様な主体が連携・協働し、複雑化・多様化する地域
課題の解決に取り組んでいます。

○市では、市内の女性団体等との連携や、カダール（男女共同参画プラザ）やアコール（働く女性の家）での市
民団体活動への支援を通じて、地域における男女共同参画の推進を図っています。

○高齢化などの社会構造の変化に伴い、地域活動を支える担い手が不足し、地域課題も多様化・複雑化している
ことから、市では、「青森市地域コミュニティ・ガイドライン」を策定し、まちづくり協議会の設立を進め、地
域が主体となった市民自治によるまちづくりに取り組んでいます。

○令和５年１２月に実施した市の男女共同参画に関する市民アンケートでは、配偶者から暴力を受けたことがあ
ると回答した人が全体で１２．２％となっており、男女別では、男性が４．７％、女性が１７．９％となってい
ます。また、暴力を受けたことがあると回答した人の６９．０％は、誰にも相談していない状況となっていま
す。

○市では、「青森市配偶者暴力相談支援センター」を設置し、支援を必要とするＤＶ（ドメスティック・バイオ
レンス）被害相談者の立場に立ったワンストップ支援を行っています。

１　女性に対するあらゆる暴力の根絶

　（１）　女性に対する暴力の予防啓発の推進

■     カダール（男女共同参画プラザ）やアコール（働く女性の家）の活用はもとより、関係機関との連携強
化を図りながら、女性に対する暴力の予防啓発を含め、性別にかかわらず一人ひとり誰もが大切な存在である
という意識と、ＤＶについての正しい理解の促進を図ります。

■     セクシュアル・ハラスメントは人権侵害であるとの認識のもと、各種啓発講座の開催やパンフレットの
配布などを通じて、企業等に対してハラスメント防止のための周知啓発を図るとともに、市の機関におけるハ
ラスメントの防止と良好な職場環境の構築に取り組みます。

基本方向

２　安心して暮らせる社会づくり

　女性に対するあらゆる暴力の根絶をはじめ、多様な生活上の困難を抱える女性等に対し、男女共同参画の視点に立った支援を行い、全ての人が安心して暮らせる
環境づくりを進めるとともに、男女共同参画社会を形成する上で根底を成す男女平等と人権尊重の理念の普及を図ります。
　併せて、地域の課題解決に男女共同参画の視点を活かすなど、多様な主体との連携・協働や人材育成を図り、最も身近な暮らしの場である地域生活において男女
共同参画を推進します。
　また、特に女性特有の健康上の問題に留意しながら、生涯を通じた男女の健康支援を進めます。

現状と課題 主な取組

■     ＤＶ被害相談者にワンストップ支援を行う「青森市配偶者暴力相談支援センター」をはじめ、カダール
（男女共同参画プラザ）での悩み相談、青森市ひとり親家庭等就業・自立支援センターでの生活・就業相談、
人権相談や法律相談などの相談窓口の周知徹底を図るとともに、男性の被害者に対する相談対応を実施しま
す。

■     ＤＶ専門の相談員及びＤＶ担当職員の育成のための各種研修、各窓口においてＤＶ被害者に接する職員
への研修等を通じて、相談対応能力の向上を図ります。

■     生活保護の適用、児童扶養手当の支給、母子・父子・寡婦福祉資金の貸付け、ひとり親家庭への医療費
助成など、利用可能な制度を積極的に活用し、ＤＶ被害者の自立に向けた支援を行います。

■     ＤＶ被害者の自立に向け、母子生活支援施設すみれ寮を活用するほか、市営住宅への入居要件の緩和な
ど住宅確保支援を行います。

■     身の危険があるＤＶ被害者の支援に際しては、警察や、一時保護を行う青森県女性相談支援センター等
との連絡調整、庁内関係部局との連携を図りながら、ＤＶ被害者の安全確保に努めます。

　（４）　関係機関・民間団体等との連携・協力による被害者の保護及び自立支援
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■     様々な悩みや問題等を抱える性的マイノリティの方々やその関係者等からの相談に対応します。

　（６）　多様な性のあり方に対する理解の促進

■     多様な性のあり方について市民の理解を促進するための啓発活動を推進します。

現状と課題

○児童虐待については、児童の面前での配偶者に対する暴力も、児童に著しい心理的外傷を与えるものであり、
児童虐待事案が複雑化していることから、児童虐待の発生予防、早期発見・早期対応、子どもの保護・支援や保
護者支援の充実を図る必要があります。

○貧困等多様な生活上の困難を抱える女性に対し、様々な機会を通じて実情に合った支援を行う必要がありま
す。また、高齢者、障がい者、ひとり親家庭等が、女性であることにより、暴力による被害など複合的に困難な
状況に置かれることがないよう、関係機関・民間団体等との連携・協力による支援を行う必要があります。

○「困難な問題を抱える女性への支援に関する法律」や同法に基づく国の基本方針及び県の基本計画において定
められた困難な問題を抱える女性への支援に関する施策の実施に当たり、本市においては、最も身近な相談先と
しての役割を果たすとともに、必要な支援の包括的な提供、他機関や他自治体等へのつなぎ等を適切に実施する
必要があります。

○多様性が尊重され、全ての人々がお互いの人権や尊厳を大切にし、生き生きとした人生を享受できる社会の実
現に向けた「性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する国民の理解の増進に関する法律（LGBT
理解増進法）」の趣旨を踏まえ、性的マイノリティであることを理由として当事者が困難な状況に置かれること
がないよう、人権尊重と多様性の観点から、多様な性のあり方についての理解を促進する必要があります。

○男女の人権の尊重は、男女共同参画社会を形成するうえで根底を成す基本理念であることから、人権尊重理念
の理解を促進する必要があるとともに、人権擁護のため、人権に関わる相談体制の充実を図る必要があります。

《生活上の困難に対する支援と人権擁護》

○生活の本拠を共にする交際相手からの暴力及びその被害者についても、「配偶者からの暴力の防止及び被害者
の保護等に関する法律」を準用することを踏まえ、様々な状況におかれた被害者に情報が届くよう、広報啓発を
実施し、とりわけ、加害者にも被害者にもならないための若年層を対象とする予防啓発の拡充・学習の充実を図
る必要があります。

○「青森市配偶者暴力相談支援センター」において、相談員による電話相談や面接相談を実施しており、その周
知を図るとともに、ＤＶ被害相談者の立場に立ったワンストップ支援をより円滑に行うため、庁内関係課の連携
の強化を図っていく必要があります。

○ＤＶ被害者については、身の安全の確保とともに、加害者から離れて自立した生活を確保する必要があること
から、関係機関・民間団体等との連携・協力による被害者の保護及び自立支援を進める必要があります。

○ＤＶやセクハラ（セクシュアル・ハラスメント）などの暴力は、犯罪となる行為をも含む重大な人権侵害であ
り、男女がお互いの尊厳を重んじ、対等な関係を築こうとする男女共同参画社会の形成を大きく阻害するもので
あることから、特に女性に対する暴力の予防啓発を推進する必要があります。

【新】■     困難な問題を抱える女性等が早期に相談窓口につながり、必要な支援を受けることができるよ
う、女性相談支援センター、女性相談支援員、民間団体に相談や支援を求められることについて広く周知を図
ります。

《女性に対する暴力》

○防災分野においては、男女のニーズの違いを十分に把握した災害対応が求められており、本市では、男女共同
参画の視点が反映された「青森市地域防災計画」を策定しています。

○共働き家庭の増加や就労形態の多様化などに伴い、身近な地域での子どもの居場所の確保が重要となっている
中、市では、「青森市子ども総合計画」に基づき、地域全体で子育てを支える環境づくりに取り組んでいます。

○健康面では、近年、食生活や喫煙、アルコールをはじめとする生活習慣の変化などにより生活習慣病や慢性疾
患が増加している中、市では、「青森市健康寿命延伸計画」を策定し、市民のヘルスリテラシー（健康教養）の
向上や、生活習慣の改善、健（検）診の受診率向上に向けて取り組むなど、健康づくりの充実を図っています。

【新】■     性被害の潜在化・深刻化を防ぐため、性犯罪・性暴力被害の相談窓口の周知に努めます。

【新】■     困難な問題を抱える女性等に対する相談体制を整備し、適切な相談対応を行うとともに、庁内関
係部局や関係機関との連携のもと、必要な支援の包括的な提供に努めます。

【新】■     女性が困難な問題を抱えた場合に相談できる窓口や活用できる施策について周知に努めます。

【新】■    困難な問題を抱える女性等に対して適切な支援を実施するため、庁内関係部局の職員への研修等を
通じて、情報共有や相談対応能力の向上を図ります。

【新】■     困難な問題を抱える女性等に関する理解を促進するとともに、支援施策の周知を図るため、教
育、啓発、広報等に努めます。

　（１）　人権尊重理念の理解促進

■     男女の人権の尊重は男女共同参画社会の前提となる基本理念であることから、関係機関との連携のも
と、人権に関する正しい知識の普及を図るとともに、人権への理解を深めるための様々な啓発活動を推進する
ほか、男女共同参画に関連の深い男女共同参画社会基本法などの法令、女子に対するあらゆる形態の差別の撤
廃に関する条約などの国際条約等の趣旨を周知し、人権尊重の理念と男女共同参画への理解を促進します。

　（２）　人権に関わる相談体制の充実と関係機関との連携

■     男女共同参画社会の前提となる個人の人権を守るため、人権擁護委員による人権相談、行政相談員によ
る行政相談などを通じて人権の擁護に努めるとともに、関係機関と連携を図りながら、人権に関する相談体制
の充実を図ります。

■     次代を担う子どもたちの人権を守り、健やかな成長を支えるため、４か月児健康診査をはじめとする各
種健康診査での保健指導や健康相談、児童虐待相談員による相談を行うとともに、児童相談所を含む関係機関
と構成する「青森市要保護児童対策地域協議会」の連携体制のもと、児童虐待の発生予防、早期発見・早期対
応、子どもの保護・支援や保護者支援など適切な支援を行います。

　（４）　高齢者、障がい者、ひとり親家庭等への支援

■     高齢者、障がい者、ひとり親家庭等への暴力による被害などの防止のため、民生委員、地域包括支援セ
ンター、福祉施設等の関係機関との連携による支援や、意識啓発の機会の充実を図ります。

　【新】（５）　困難な問題を抱える女性への支援

　（３）　児童虐待の発生予防、早期発見・早期対応、適切な支援の充実

２　生活上の困難に対する支援と人権の尊重

主な取組
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《健康支援》

○生涯を通じて、性別により異なる健康上の問題に直面することから、性差に応じた健康づくりを推進するほ
か、特に女性は、妊娠や出産をする可能性があることなどから、生涯を通じた女性の健康支援と相談の充実を図
る必要があります。

○男女共同参画社会は、行政のみの取組で実現できるものではないことから、幅広い分野の多様な主体との連
携・協働により、お互いを尊重し、性別にかかわらず個性と能力を発揮できる男女共同参画を推進していく必要
があります。 ■     市民協働交流サロンなどを活用し、男女共同参画に係る問題意識を共有するなど、協働による啓発を推

進します。

■     防災分野における男女共同参画を進めるため、地域ごとの防災講習会や防災訓練などを通じて、防災組
織づくりや救急・救護活動への女性の参加拡大を促進します。

　（１）　多様な主体との連携・協働による男女共同参画の推進

　（１）　男女の健康づくり支援

　（５）　地域における子ども・子育て支援の充実

■     地域全体で子育てを支えていくため、あおもり親子はぐくみプラザが中心となり、認定こども園・幼稚
園・保育所等、子育て応援隊との一層の連携を進めるとともに、小・中学校やＰＴＡ、町（内）会や民生委
員・児童委員、主任児童委員など、地域で子ども・子育て支援に関わる関係機関とのネットワーク化を進め、
地域全体で子育てを支援する環境づくりを推進します。

■     カダール（男女共同参画プラザ）及びアコール（働く女性の家）の拠点機能や、東青地域男女共同参画
ネットワークなど既存のネットワークを活用し、行政のみならず、民間団体等を含めた男女共同参画を推進す
る幅広い分野の多様な主体と連携・協働を図りながら、男女共同参画の取組を進めます。

■     男女の身体的性差に関する理解と健康の保持増進のため、健康相談、健康診査・指導等を推進するとと
もに、様々なメディアを通じて健康支援情報や各種健（検）診の重要性を周知するなどしながら、生涯を通じ
た性差に応じた健康づくりの推進を図ります。

【新】■     職員研修や情報紙などを通じて、多様な性のあり方についての市職員等の理解を深めます。

　（４）　防災分野における男女共同参画の促進

　（３）　男女共同参画の視点による地域の課題解決に向けた取組の推進

■     県等の関係機関や、ボランティア、ＮＰＯ、町（内）会など多様な主体と連携を図りながら、地域全体
で男女共同参画を推進する意識づくりを行うほか、地域の課題解決に男女共同参画の視点を活かしている先進
事例、ノウハウ等の情報収集・提供を行うなど、男女共同参画の視点に立った地域活動を促します。

■     身近で分かりやすいロールモデルの情報提供を行うとともに、カダール（男女共同参画プラザ）やア
コール（働く女性の家）を拠点に、男女共同参画を推進する団体・個人の育成やネットワーク化などを推進し
ます。

■     男女が健康でいきいきと暮らせる社会を築いていくため、こころの健康を保つ知識の普及啓発や、ゲー
トキーパーとしての役割を担う人材の育成等により自殺の予防啓発を図るなど、関係機関とも連携しながらこ
ころの健康づくりを推進します。

■     地域において子どもや子育てを支援するため、「放課後子ども総合プラン」に基づき、すべての小学校
区に「放課後子ども教室」と「放課後児童会」を開設するとともに、児童館なども活用し、子どもが安全で健
やかに成長できる活動場所を確保していきます。

４　生涯を通じた健康支援

■     男女共同参画の視点に立った防災に関する地域活動の推進のため、地域の防災を担う女性リーダーの養
成等、人材育成を促進します。

　（２）　男女共同参画を推進する人材の育成

主な取組

３　地域における男女共同参画の推進

○多様な主体と連携・協働する中で、男女共同参画を推進していく人材の育成を図る必要があります。 

 ○私たち一人ひとりの意識や行動は、私たちが日常的に接している多種多様な情報から大きな影響を受けている
ことから、様々な情報の発信に当たっては、表現される側の人の人権を尊重し、差別につながることのない、男
女共同参画の視点に立った表現を推進する必要があります。
⇒基本方向3　現状と課題《教育・メディア等》に移動

《地域における男女共同参画》

○男女がともに地域を担うことの重要性が増していることに加え、防災分野における女性の参画拡大など男女共
同参画の推進が強く求められていることから、防災を含む地域の課題解決に男女共同参画の視点を活かしていく
必要があります。

現状と課題

3
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　（２）　思春期・妊娠・出産等、生涯を通じた女性の健康支援の充実

■     妊娠・出産期は女性の健康支援にとって大きな節目であることから、母子健康手帳の交付、妊産婦への
訪問指導、マタニティーセミナー等の健康教室の開催などにより妊娠・出産期の健康管理の充実を図るととも
に、妊婦健康診査の公費負担、出産育児一時金などにより経済的負担を軽減し、安心して出産できる環境づく
りを推進します。

■     女性は思春期、妊娠・出産期、更年期、老年期など生涯にわたり心身の健康面において様々な影響を受
けることから、女性のライフステージに応じた健康相談を実施します。

■     年齢や性差に応じた各種予防接種を実施するとともに、健康教育や研修会などの開催により感染症に関
する予防啓発を推進するなど、感染症対策の充実を図ります。

現状と課題 主な取組

■    女性特有の乳がん、子宮がんをはじめ、発症率が高いとされる各種がんの検診を実施・支援し、健康意識
の向上と疾病の予防を促進します。

■     自分や相手の生命・個性を尊重し、相手を思いやり、望ましい人間関係を築いていけるよう、小・中学
生などを対象とした思春期健康教室や、保健体育科、特別活動、道徳などを中心とした学校の教育活動全体を
通じて、性や性感染症予防に関する正しい知識の普及を図ります。

4



「基本方向」「現状と課題」「主な取組」（案）一覧表
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　（３）　根強い固定的性別役割分担意識の解消など男性の意識改革の促進

　（４）　子どもの頃からの男女共同参画の理解促進

■     幼児教育や義務教育において、人権尊重の理念や、性別にとらわれず一人ひとりの個性や能力を尊重す
る意識を育む教育を推進します。

■     男性が関心を持ち、かつ参加しやすいような各種講座等を企画・開催し、男女共同参画についての理解
を促進します。

○社会の中で自立し、個性と能力を発揮していくためには、私たち一人ひとりが性別によらず、自らの生き方、
能力、適性を考え、主体的に進路を選択する能力や態度を身につける必要があることから、学校・家庭・地域と
いったあらゆる場面において、私たちの視野を広げ、多様な選択を可能にする学校教育・社会教育の充実や家庭
教育の推進を図る必要があります。

○令和５年１２月に実施した市の男女共同参画に関する市民アンケートでは、家庭生活において男女は平等であ
ると回答したのは全体で３５．２％、男女別では、男性が４６．０％、女性が２７．２％と低くなっています。

 《教育・メディア等》

○本市の小・中学校では、『個を生かし、社会の変化に主体的に対応できる「生きる力」を育む学校教育』の推
進に努めるとともに、学校・家庭・地域が連携協働し、子どもたちの確かな学力や豊かな心、健やかな体、未来
へ飛躍できる能力などを養う教育活動の充実を図っています。（※「青森市教育振興基本計画」策定中により文
言変更予定）

○市では、市民一人ひとりが生涯にわたって、あらゆる機会、あらゆる場所を利用して、知識や技術を学び、学
んだことを活かして、明るく豊かで住みよい地域づくりに積極的に参加できる生涯学習の推進と、学校・家庭・
地域の連携協力による社会全体の教育力の向上に努めています。

○男女共同参画意識のさらなる浸透を図るため、市内外からの情報収集や調査などにより、あらゆる機会、様々
な情報媒体を通じて効果的な広報・啓発活動を展開していく必要があります。

○家事や育児、家族の介護等の家庭的責任の多くを事実上女性が担っていることから、男女双方の、とりわけ男
性の意識改革や男女共同参画への理解の促進を図る必要があります。

○長年にわたり人々の中に形成された固定的性別役割分担意識や性差に関する偏見・固定観念、無意識の思い込
み（アンコンシャス・バイアス）を大人になってから変えることは容易ではないことから、次代を担う子どもた
ちが今後の社会において個性と能力を十分に発揮できるよう、子どもの頃から男女共同参画への理解を促進する
必要があります。

《男女共同参画意識》

○私たち一人ひとりの意識や行動は、私たちが日常的に接している多種多様な情報から大きな影響を受けている
ことから、様々な情報の発信に当たっては、表現される側の人の人権を尊重し、差別につながることのない、男
女共同参画の視点に立った表現を推進する必要があります。

１　男女共同参画の視点に立った慣行の見直し、意識の改革

　（１）　あらゆる機会をとらえた広報・啓発活動の強化

■     カダール（男女共同参画プラザ）やアコール（働く女性の家）を拠点とした啓発活動、市の広報媒体は
もとより、出前講座や情報紙、子ども向け啓発小冊子、テレビ、ラジオ、インターネットなど多様な情報媒
体、青森市男女共同参画推進月間をはじめとする様々なイベントなどの機会を活用し、対象やテーマ、年代に
応じた広報・啓発活動の充実を図ります。

■     職員研修や情報紙などを通じて、市職員の男女共同参画に関する理解を深めます。
○男女共同参画にとって大きな障害と言われている「男は仕事、女は家庭」といった考えに代表される性別に基
づく固定的性別役割分担意識については、令和５年１２月に実施した市の男女共同参画に関する市民アンケート
において、「同感する」・「ある程度同感する」という回答が２４．９％を占めており、固定的性別役割分担意
識が未だ残っています。

○市では、『「男女共同参画都市」青森宣言』の趣旨を継承しながら、カダール（男女共同参画プラザ）やア
コール（働く女性の家）を拠点とした啓発活動、情報紙の作成配布による情報発信などを通じて、男女共同参画
意識の普及啓発に取り組んでいます。

■     カダール（男女共同参画プラザ）やアコール（働く女性の家）を拠点に、様々な講座の開催や情報誌等
を通じて、効果的な情報発信に努めます。

■     情報紙を定期的に発行し、男女共同参画に関する最新の情報を発信します。

■     男女共同参画をめぐる現状や意識等について、市民意識調査等を活用した実態把握を行い、市ホーム
ページ等を通じて公表します。

■     男性が固定的性別役割分担意識から脱却するための意識啓発を促すとともに、男性の家事等の日常生活
能力の獲得・向上への支援や男性のロールモデルの情報提供などにより、男性の家事・育児・介護への参画を
促進します。

■     教員研修や学校訪問、乳幼児期の教育・保育の質の維持・向上のための研修会等の機会を通じて、教員
や保育士など子どもの育ちに関わる人たちの男女共同参画意識の向上を図ります。

　（２）　男女共同参画に関わる調査、情報の収集・提供の充実

■     国・県の動向を注視するとともに、先進的な取組を行っている市内の企業等や他都市の事例等について
情報収集を行い、分かりやすく情報を発信します。

基本方向

３　男女共同参画社会の実現に向けた基盤づくり

　私たちの生活や活動のあらゆる場面において男女共同参画が実現するよう、効果的に意識啓発を進め市民の理解を促進します。
　また、私たち一人ひとりの視野を広げ、多様な選択を可能にする学校教育・社会教育の充実や家庭教育の推進を図ります。

現状と課題 主な取組
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■     子ども向け啓発小冊子の積極的な活用などを通じて、本市が男女共同参画都市であることや男女共同参
画についての理解が学校生活において自然に深まるよう努めます。

　（１）　家庭における男女平等教育の推進

■     小・中学校で開催している家庭教育学級について、男性も含めたより多くの人が参加しやすい環境づく
りを進めます。また、家庭教育に関する情報提供及び相談機会の確保を図ります。

■     男性の子育てや家庭教育への関わりを促すとともに、男性のみならず、女性の側の固定的性別役割分担
意識の解消を図るなど、男女共同参画意識を育てる家庭教育を推進します。

　（２）　学校における男女平等教育の推進

■     固定的性別役割分担意識にとらわれることなく、一人ひとりの能力・適性・希望等に応じた主体的な選
択を促す進路指導等を行い、学校教育において生涯を見通したキャリア教育を推進することにより、理工系分
野や専門職等の女性の参画が進んでいない分野において女性の活躍の機会があることへの理解を促進し、多様
な進路・職業選択が可能となるよう取組を進めます。

■     学校だより、ＰＴＡ広報、家庭教育学級、出前講座などを活用して、学校・家庭・地域が連携し、子ど
もの頃からの男女共同参画意識の醸成を図るとともに、周囲の大人の意識が子どもに大きく影響することか
ら、保護者等に対しても男女共同参画についての意識啓発に努めます。

２　教育・メディア等を通じた理解促進

現状と課題 主な取組

■     女性のみならず男性に対しても、カダール（男女共同参画プラザ）やアコール（働く女性の家）を拠点
に、様々な機会をとらえながら、男女共同参画意識を高める学習機会の提供・充実を図ります。

■     市が作成する広報・出版物など、市政に関するあらゆる情報発信において、男女共同参画の視点に立っ
た表現を推進します。

　（３）　社会教育・生涯学習活動の推進

　（４）　メディアにおける男女共同参画の推進

■     男女共同参画社会の実現のためには、男女がともに自立し、主体的に物事を考え社会参画する能力や態
度を身につける必要があることから、地元大学など多様な主体との連携を図りながら、男女共同参画をはじ
め、地球環境の保全、国際理解などの現代的課題や地域の課題に関する学習機会・学習情報の提供を行うな
ど、社会教育活動の充実を図ります。

■     男女共同参画を推進するには、一人ひとりの視野を広げる学習機会の提供が重要であることから、市民
センター等において、各種講座の開催など様々な学習機会を提供するとともに、学習活動に関する情報提供を
行い、誰もが気軽に学ぶことができる、地域に根ざした学習活動拠点機能の充実を図ります。

■     カダール（男女共同参画プラザ）やアコール（働く女性の家）を拠点に、多様化・高度化した学習需要
や情報ニーズに対応し、女性のエンパワーメントを支援するため、女性の生涯にわたる学習機会の提供・充実
を図ります。
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